


























山形県手数料条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

（手数料の徴収） （手数料の徴収） 

第２条 県は、次の各号に掲げる事務につき、

それぞれ当該各号に定める手数料を徴収す

る。この場合における当該手数料の金額は、

当該各号に特別の計算単位の定めのあるもの

についてはその計算単位につき、その他のも

のについては１件につきそれぞれ当該各号に

定める額とする。 

第２条 県は、次の各号に掲げる事務につき、

それぞれ当該各号に定める手数料を徴収す

る。この場合における当該手数料の金額は、

当該各号に特別の計算単位の定めのあるもの

についてはその計算単位につき、その他のも

のについては１件につきそれぞれ当該各号に

定める額とする。 

 (１)～(326) －略－   (１)～(326) －略－  

 (327)から(329)まで 削除   (327) 畜舎等の建築等及

び利用の特例に関する

法律（令和３年法律第

34号）第３条第１項の

規定に基づく畜舎建築

利用計画（同法第10条

第５項に規定する計画

を含む。）の認定（特

例畜舎等に係る畜舎建

築利用計画の認定を除

く。）の申請に対する

審査（建築基準法（昭

和25年法律第201号）第

77条の21第１項に規定

する指定確認検査機関

（以下「指定確認検査

機関」という。）によ

り畜舎等の建築等及び

利用の特例に関する法

律第３条第３項第４号

に掲げる基準及び規定

に適合すると確認され

ている場合を除く。） 

畜舎建築

利用計画

認定申請

手数料 

次の表

の左欄

に掲げ

る区分

に応じ、

それぞ

れ同表

の右欄

に定め

る額 

 

     区分 金額  

     床面積の合計が 3,000 平方メー

トルを超え 10,000 平方メートル

以内のもの 

204,000円  

     床面積の合計が10,000平方メー

トルを超え50,000平方メートル

以内のもの 

328,000円  

     床面積の合計が50,000平方メー

トルを超えるもの 

623,000円  

     備考 床面積の合計は、当該申請に係る畜舎

等のうち特例畜舎等以外の畜舎等の床

 

議第47号



面積について算定する。 

      (328) 畜舎等の建築等及

び利用の特例に関する

法律第４条第１項の規

定に基づく畜舎建築利

用計画の変更の認定の

申請に対する審査（変

更後の畜舎建築利用計

画に係る畜舎等の全部

が特例畜舎等である場

合、同法第３条第２項

第４号に掲げる事項の

変更がない場合並びに

指定確認検査機関によ

り同法第４条第３項に

おいて準用する同法第

３条第３項第４号に掲

げる基準及び規定に適

合すると確認されてい

る場合を除く。） 

畜舎建築

利用計画

変更認定

申請手数

料 

次の表

の左欄

に掲げ

る区分

に応じ、

それぞ

れ同表

の右欄

に定め

る額 

 

      区分 金額  

      床面積の合計が30平方メートル

以内のもの 

8,000円  

      床面積の合計が30平方メートル

を超え100平方メートル以内の

もの 

14,000円  

      床面積の合計が100平方メート

ルを超え200平方メートル以内

のもの 

21,000円  

      床面積の合計が200平方メート

ルを超え500平方メートル以内

のもの 

27,000円  

      床面積の合計が500平方メート

ルを超え1,000平方メートル以

内のもの 

49,000円  

      床面積の合計が1,000平方メー

トルを超え2,000平方メートル

以内のもの 

68,000円  

      床面積の合計が2,000平方メー

トルを超え10,000平方メートル

以内のもの 

204,000円  

      床面積の合計が10,000平方メー

トルを超え50,000平方メートル

以内のもの 

328,000円  

      床面積の合計が50,000平方メー 623,000円  



トルを超えるもの 

      備考 床面積の合計は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める面積について算定する。 

(1) 認定を受けた畜舎建築利用計画の変

更（特例畜舎等に係る部分を除く。）

をして特例畜舎等以外の畜舎等の建築

等をする場合 当該建築等に係る部分

の床面積の２分の１（床面積の増加す

る部分にあっては、当該増加する部分

の床面積） 

(2) 認定を受けた畜舎建築利用計画の変

更（特例畜舎等に係る部分に限る。）

をして特例畜舎等以外の畜舎等の建築

等をする場合 当該畜舎等の床面積 

 

      (329) 畜舎等の建築等及

び利用の特例に関する

法律第６条第２項ただ

し書の規定に基づく仮

使用の認定の申請に対

する審査 

工事完了

の届出を

する前に

おける特

例畜舎等

以外の認

定畜舎等

の仮使用

認定申請

手数料 
 

120,000

円 

 

      (329)の２ 畜舎等の建

築等及び利用の特例に

関する法律施行規則

（令和３年農林水産

省、国土交通省令第６

号）第48条第２項の規

定に基づく建築の認定

の申請に対する審査 

畜舎等の

敷地と道

路との関

係の建築

認定申請

手数料 

27,000

円 

 

 (330)～(478) －略－   (330)～(478) －略－  

２ －略－  ２ －略－  

 


